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事実の概要

　平成 24 年 2 月 2 日、飲食店に勤務していたＸ
は、店内のトイレに散布された殺菌剤（本来は水
で希釈して使用すべき 12％次亜塩素酸ナトリウム溶
液）の原液の拭き取り作業（以下、本件拭き取り作
業という）を行った。Ｘは本件拭き取り作業開始
から 30 分後に頭痛等を覚え、夜間急病センター
を受診したところ、「塩素の吸入」と診断された。
翌日になっても症状が治まらなかったため、Ｘは
市内の病院を受診したところ、「塩素ガス中毒」
と診断された。1週間ほどでＸの症状は治まった
ものの、塩素臭に触れると低濃度でも頭痛等が再
発したことから、Ｘは市外の大学病院を受診し、
「化学物質過敏症」と診断された（症状固定日平成
25 年 4月 30 日）。
　平成 25 年 12 月 5 日、Ｘは、本件拭き取り作
業により化学物質過敏症を発症したとして、岩見
沢労働基準監督署長Ａに対して、労働者災害補
償保険法（以下、労災保険法という）に基づく障害
補償給付を請求した。これに対してＡは、本件拭
き取り作業と各症状との間の相当因果関係を認め
ず、不支給決定をした（処分 1）。また、Ｘは既に
労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給
付の支給決定を受けていたが、Ａは、当初の傷病
である「塩素ガス中毒」の後に発症した「化学物
質過敏症」による症状（平成 24 年 2 月 24 日以降
の症状）については、業務との相当因果関係が認
められないとして、療養補償給付についても支給

決定を取り消し、これを支給しない旨の変更決定
（処分 2）をするとともに、休業補償給付について
も同様の決定（処分 3）をした（以下、処分 1から
処分3を併せて本件各処分または労災不認定という）。
　Ｘは、本件各処分を不服として、北海道労働者
災害補償保険審査官に対する審査請求及び労働保
険審査会に対する再審査請求を行ったが、いずれ
も棄却されたため、国Ｙに対して、本件各処分の
取消訴訟を提起した。札幌地判令 2・2・13（LEX/
DB25590918）は、本件拭き取り作業と化学物質
過敏症発症との間には相当因果関係が認められな
いとして、Ｘの請求を棄却した。これに対してＸ
が控訴した。

判決の要旨

　１　化学物質過敏症の存在
　「化学物質過敏症は、その病態の存在について、
否定的見解と肯定的見解の両方が示されているほ
か、発症機序について決定的な解明に至っておら
ず、診断基準も確立されていない」が、「化学物
質過敏症の名称の適否、疾病としての概念、発症
機序、診断基準等について明らかでない部分があ
るとしても、化学物質過敏症が対象とする、既存
の疾病概念に当てはまらない疾病の存在自体は医
学的に認められているというべきである。」

　２　化学物質過敏症の労災保険法における
　　　位置づけ
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　労災保険法上の保険給付の対象となる疾病につ
いては、労働基準法の委任を受けた労働基準法施
行規則 35 条及び別表 1の 2 に定められており、
同別表は、疾病の具体的列挙規定（1号から 9号
までのうち、包括的救済規定以外のもの）、追加規定
（10 号）、包括的救済規定（2～4 号、6号及び 7号
の各末尾の規定並びに 11 号）から構成されている。
　「化学物質過敏症は、上記具体的列挙規定及び
追加規定に掲げられた疾病には当たらないから、
上記包括的救済規定、具体的には同別表 4号 9（同
号 1 から 8 に掲げるもののほか、これらの疾病
に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業
務に起因することの明らかな疾病）又は 11 号（そ
の他業務に起因することの明らかな疾病）に該当
するか否かを検討することになる……。
　ここでいう『業務に起因することの明らかな疾
病』とは、具体的列挙規定に掲げられた疾病とは
異なり、一般的な形での業務起因性の推定は困難
であるが、有害因子への曝露条件や身体的素因等
を検討した結果、個別に業務と当該疾病との間に
相当因果関係が客観的に認められる疾病は、業務
上疾病として取り扱うことを意味するものと解さ
れる。
　……業務と疾病等との間の相当因果関係の有無
は、当該疾病等が当該業務に内在又は通常随伴す
る危険が現実化したことによるものであるかどう
かによって決すべきである。」

　３　相当因果関係
　(1)　化学物質への曝露とＸの症状について
　「控訴人の急性症状が主として塩素ガスの吸入
によるものであった可能性は高くなく、次亜塩素
酸ナトリウムのミスト又はこれと塩素ガス（ただ
し、高濃度であったとは認められない。）の吸入
によるものと考えられる。」
　「化学物質過敏症自体は、微量な化学物質曝露
でも発症し得るものであるが、控訴人が曝露した
次亜塩素酸ナトリウムは、……急性症状を発症す
るに足りるものであって微量とはいえない。」
　「その後、控訴人には……多彩な症状が出現し
ただけでなく、これらの症状は……微量な化学物
質に鋭敏に反応して増悪しており、印刷物や香水
などにまで反応してめまいや嘔吐などの症状を生
じるようになったのであって、このような症状や
その経過は、化学物質過敏症において認められる

とされる症状やその経過に合致するものというこ
とができる。」
　(2)　化学物質過敏症を発症し得るその他の要
素について
　「控訴人は、一定期間内に繰り返し化学物質に
曝露したというのではなく、一度に急性症状を発
症するに足りる程度の化学物質に曝露したので
あって、次亜塩素酸ナトリウムのミスト等に曝
露した平成 24 年 2 月 2 日から 10 日余り後の同
月 14 日に『化学物質過敏症の疑い』があると診
断され、同年 4月 27 日には化学物質過敏症の診
断を受けており、このわずかな期間に、他の何ら
かの有害因子に曝露したことはうかがわれないか
ら、他の有害因子によって化学物質過敏症を発症
したと認めることもできない。」
　「本件拭き取り作業以前に、控訴人には特に既
往症等は見られず、化学物質過敏症の発症に影響
し得る心因性の要因に該当するような具体的事情
も認められない。」
　(3)　結論
　「控訴人の化学物質過敏症の発症機序などにつ
いて確定することこそできないものの、控訴人が、
業務上の事由により化学物質過敏症を発症したと
認めるに足りるだけの有害因子（次亜塩素酸ナト
リウム等）の曝露を受けており、控訴人において
発症した疾病が、曝露した有害因子（次亜塩素酸
ナトリウム等）により発症する化学物質過敏症の
症状・兆候を示し、かつ、曝露時期と発症との間
及び症状の経過に医学的矛盾がないものと認めら
れる。したがって、控訴人の化学物質過敏症は、
本件拭き取り作業に内在又は通常随伴する危険が
現実化したことによるものであって、これらの間
には相当因果関係があると認められる。」
　以上により、原判決を取り消して、控訴人の請
求をいずれも認容する。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本件前提事実やこれまでの裁判例によると、化
学物質過敏症は、環境中に存在する極めて低濃度
の化学物質に反応し、多様な症状を示す疾患であ
る。1987 年にその存在が提唱されて以後、医学
的議論が展開されており、病態や診断基準につい
て未だ明確な知見は存在しないという。
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　化学物質過敏症に関する法的議論は、ジョンソ
ンカビキラー事件判決（東京高判平 6・7・6 判タ
856 号 227 頁）を嚆矢として、これまで民事訴訟
を中心に裁判例及び学説が積み重ねられてきてい
る１）。労働者の化学物質過敏症についても、使用
者の安全配慮義務違反を問う例が見られる。
　これに対して、本件は、労災保険法に基づく化
学物質過敏症の労災不認定が争われた事例であ
り、行政訴訟の形をとっている。最近では化学物
質過敏症が労災として認定される率も以前と比べ
れば高くなってきたとされるが２）、化学物質過敏
症は法令上明確な位置づけを与えられていないこ
とから、労災不認定とされるケースもしばしば見
られる３）。本件と同様に労災不認定を争う取消訴
訟は複数存在するが、取消しを認めたのは広島高
岡山支判平 23・3・31（労判 1036 号 50 頁）のみ
である。本判決はこれに続く 2例目として重要
な意義を有するといえよう。

　二　化学物質過敏症について
　化学物質過敏症は、その科学的不確実性から、
そもそも存在するのか、法的救済の対象となるの
かが問題となる。
　民事訴訟においては、化学物質過敏症を健康被
害として認めなかったのはごく初期の裁判例のみ
であり、近年ではその存在自体が争われること
は稀である４）。本判決及び原審判決も、化学物質
過敏症の厳密な定義こそできないものの、化学物
質を原因とする症状があるということは認めてお
り、Ｘが主張する症状が化学物質過敏症かについ
て個別に検討する姿勢を示している５）。
　これまでの裁判例も同様の判断をしており、取
消訴訟において化学物質過敏症の存在自体をカテ
ゴリカルに否定している例は見当たらない。化
学物質過敏症は、平成 21 年に保険診療の病名リ
ストに登録され、その治療に健康保険が適用され
るようになったことからも妥当といえよう。化学
物質過敏症の存在自体はもはや前提であり、主た
る争点にはなっていない（前掲広島高岡山支判平
23・3・31 の原審である岡山地判平 20・9・30（労
判 1036 号 73 頁）は、化学物質過敏症に対してやや
懐疑的な見方をしているが、平成 21 年以前の判決で
あることに留意する必要があろう）。

　三　Ｘの化学物質過敏症発症について

　本件前提事実を基にすると、化学物質過敏症は、
(a) 化学物質に曝露して化学物質への過敏性を獲
得する、(b) ごく少量の化学物質（過敏性獲得時と
は異なる種類のこともある）に再接触して臨床症状
が現れる、という 2つのプロセスから罹患を判
断することができる。(a) については四で述べる
こととし、ここでは (b) について整理する。
　化学物質過敏症に確たる診断基準が無いのは前
述の通りだが、本判決において P9 基準及びアメ
リカ 1999 年合意基準と呼称される診断基準が存
在する。P9 基準は、主症状 4項目、副症状 7項目、
検査所見 5項目を挙げ、主症状 2項目・副症状
4項目、又は主症状 1項目・副症状 6項目・検査
所見 2項目で診断するという基準であり、アメリ
カ 1999 年合意基準は、化学物質過敏症を定義す
るための 6項目を挙げる基準である。Ｘは P9 基
準のうち、主症状 2項目以上、副症状 4項目以
上に該当し、また、アメリカ 1999 年合意基準の
全てを満たすことから、本判決はＸの化学物質過
敏症罹患を認定している。民事訴訟では単一の診
断基準しか満たしていないにもかかわらず罹患を
認めた例６）もあることを考えると、2つの診断基
準を満たしている本件は、罹患を比較的認めやす
かったと思われる。

　四　化学物質曝露の業務起因性について
　化学物質過敏症の端緒となる化学物質への曝露
については、短期間に大量の化学物質に曝露する
パターンと、長期間にわたって微量の化学物質に
曝露するパターンがあり、本件は前者である。い
ずれにせよ、業務上どの化学物質に曝露したのか
が問われる。
　本件で問題となっている次亜塩素酸ナトリウム
は、酸と接触する等して塩素を発生し得る。そこ
で、本件拭き取り作業においてＸが曝露したのは
次亜塩素酸ナトリウム（のミスト）だったのか、
それとも酸と反応して発生した塩素だったのかが
問題となる。
　本判決は、高濃度の塩素が発生するような要因
はなく、また、Ｘの急性症状が本件殺菌剤の安全
データシートに記載された次亜塩素酸ナトリウ
ムのミストに関する症状と矛盾しないことから、
次亜塩素酸ナトリウムのミスト（またはこれに加
えて低濃度の塩素）に曝露したもの推測している。
必ずしも急性症状が出た際の原因物質や濃度を厳
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密かつ詳細に特定していないが７）、急性症状が出
たのは事実であり、有害因子への曝露が疑われる
ため、それで足りるということであろう。本件で
は他の店員 2名にも急性症状が現れており、こ
のことは有害因子への曝露をより強く推定する要
素となろう。
　もっとも、有害因子に曝露したからといって、
必ず化学物質過敏症を発症するわけではないた
め、これだけだとまだ発症が本件拭き取り作業に
起因しているとはいえない。例えば、盛岡地判平
26・10・17（労判 1112 号 61 頁）は、公用車にお
ける受動喫煙により化学物質過敏症を発症したと
いう原告の主張について、公用車における曝露自
体は認めつつも、公用車以外にも受動喫煙の機会
があること等を理由に、発症の公務起因性を認め
なかった。また、民事訴訟の例では、盛岡地判令
元・12・26（裁判所ウェブサイト）も、業務にお
ける水酸化ナトリウム曝露により化学物質過敏症
を発症したという原告の主張について、曝露自体
は認めつつも、他の要因（トルエンへの曝露）に
よる発症の可能性を示して、業務との因果関係を
否定した。
　このように、業務外で当該化学物質に曝露した
可能性や、他の化学物質が発症の原因になった可
能性等の他の要因についても検討する必要があ
る。本判決は、他の要因が具体的な形で見当たら
ないことから、最終的に本件拭き取り作業と発症
との間の因果関係を認めている。急性症状を伴わ
ない微量の長期的な化学物質への曝露のケースで
は他の要因との区別が困難となり、因果関係の認
定はより難しくなろう（もっとも、労災不認定の取
消しを認めた前掲広島高岡山支判平 23・3・31 は長
期曝露のケースであった）。
　なお、原審判決は、化学物質への曝露について、
「慢性的」な健康被害を生じさせるに足る程度の
量の化学物質への曝露を意味するとしている。そ
して、次亜塩素酸ナトリウムは慢性的な健康被害
を生じさせず、塩素ガスはそもそも発生を認めら
れないことから、そのような曝露は無かったとし
て因果関係を否定している。この「慢性的」とい
う部分の趣旨は必ずしも明確ではないが、急性症
状のみならず、その後の慢性的な症状についても
証明（明確な科学的知見）が必要という趣旨だと
すると、化学物質過敏症はまさにそのあたりの機
序が不明であることから証明不可能となってしま

い、化学物質過敏症はおよそ法的保護の対象にな
らないということになりかねない。本判決も原審
判決も、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑
義も許されない自然科学的証明ではなく……」（最
二小判昭 50・10・24 民集 29 巻 9 号 1417 頁）との
最高裁判決を引用しているが、本判決の方がこの
最高裁判決の趣旨に則った判断をしているように
思われる。

●――注
１）訴訟類型について、詳しくは、須加憲子「判批」新・
判例解説Watch（法セ増刊）25 号（2019 年）268～269 頁、
飯塚和之「判批」廣瀬久和＝河上正二編『消費者法判例
百選』（有斐閣、2010 年）195 頁参照。また、化学物質
過敏症に関する従来の裁判例について、大塚直「判批」
環境法研究 42 号（2017 年）91～92 頁、小島恵「化学
物質過敏症訴訟をめぐる問題点―不法行為を中心に―」
都留文科大学研究紀要 80 集（2014 年）95～96 頁参照。

２）水城まさみ＝北條祥子「労働現場で発症した化学物質
過敏症を廻る最近の動向」室内環境 22 巻 2号（2019 年）
225 頁。なお、公害等調整委員会事務局「化学物質過敏
症に関する情報収集、解析調査報告書」（2008 年）133
頁、https://www.soumu.go.jp/main_content/000142629.
pdf（2021 年 12 月 28 日閲覧）では、平成 17 年頃まで
のデータだが、化学物質過敏症（シックハウス症候群含
む）による労災申請が認められた主な事例として、6事
例が挙げられている。

３）加藤貴彦「産業衛生における化学物質過敏症の現状と
課題」室内環境 22 巻 2 号（2019 年）220 頁は、化学物
質過敏症の労災認定について通達等はなく、関連資料も
他の労災認定基準と比べると曖昧な表現であり、認定は
労働基準監督署の裁量権に委ねられているように見える
と指摘する。

４）小島・前掲注１）97 頁参照。
５）古川俊治「化学物質過敏症訴訟における問題点」慶応
ロー1号（2004 年）84 頁は、裁判所は「化学物質を原
因として生じる症状自体の存在を認めるようになってい
るまでで、『化学物質過敏症』の疾患概念そのものを肯
定しているわけではない」と指摘する。

６）高松地判平 30・4・27 判時 2406 号 41 頁は、アメリ
カ 1999 年合意基準に依拠して罹患を認めている。この
点については、須加・前掲注１）269 頁、270 頁参照。

７）原因物質の特定に関しては、大塚・前掲注１）95 頁も
参照。


